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保険診療の理解のために(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)
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診療録の記載

医師法 第24条

医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する

事項を診療録に記載しなければならない。

療養担当規則 第22条

保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、

様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療

に関し必要な事項を記載しなければならない。
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電子カルテ ガイドライン

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(厚生労働省)
第6.0版：R5年5月」

に準拠した取り組みが必須 ⇒ 必ず読んでください

電子保存する場合に求められる基準

・ 真正性の確保 ： 虚偽入力 書き換え等の防止
・ 見読性の確保 ： 適正に肉眼で確認
・ 保存性の確保 ： 定められた期間 保存
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電子カルテ パスワード

パスワードの適切な管理

・パスワードは本人しか知らない状態で管理

・パスワードは英数字、記号を混在させた8文字以上を定期的に変更等

・電子カルテ使用前にログアウトであること確認

不適切な例

× パスワードを複数の使用者で使いまわしている

× パスワードが定期的に変更されていない

× 容易に推測できる、文字列の少ないパスワードを設定

× 見やすい場所にパスワードが掲示されている

× 医師のパスワードで医師以外が「代行入力」 等
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保険診療に関する留意事項
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 厚生労働省 保険診療の理解のために
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ＣＲＰ 16点

免疫学的検査判断料 144点

・ 細菌感染症の疑い

・ 白血球増加症の疑い
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保険診療の理解のために(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)
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アルブミン定量(尿) 99点

糖尿病または糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミ
ン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第１期または第２期のものに
限る)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。

× 腎不全
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シスタチンC 115点

尿素窒素 又はクレアチニンにより腎機能低下が
疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。

× 腎不全
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セット検査

・ フェリチン定量   105点
・ ビタミンB12 140点
・ 葉酸 150点
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・悪性腫瘍を強く疑い腫瘍マーカーを測定した場合
⇒ 腫瘍マーカー検査を算定

・悪性腫瘍の診断確定後に腫瘍マーカーを測定した場合
⇒ 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定

腫瘍マーカー
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・疑い病名を変えて頻回に請求されるレセプトが多く
  見られます。転帰の決定までの間に１回の算定しか
認められませんので、ご注意してください。



超音波検査(断層撮影法)

（１）胸腹部 ５３０点
 ア 消化器領域

イ 腎・泌尿器領域

ウ 女性生殖器領域

エ 血管領域（大動脈・大静脈等）

オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等

カ その他

（２）下肢血管 ４５０点

（３）その他(頭頚部、四肢、体表、末梢血管等） ３５０点
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 厚生労働省 保険診療の理解のために
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「Digital Transformation（デジタルトランス

フォーメーション）」の略称で、デジタル技術に
よって、ビジネスや社会、生活の形・スタイル
を変える（Transform する）こと
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保健・医療・介護の各段階※において発生する情報に関し、その全
体が最適化された基盤を構築し、活用することを通じて、保健・医
療・介護の関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通
化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケ
アを受けられるように、社会や生活の形を変えていくこと

※疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、

申請手続き、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域
医療連携、研究開発など
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厚生労働省は、薬の処方箋をデジタル化した「電子処方箋」については、
ほぼ全ての医療機関や薬局に導入する目標時期を2030年に遅らせるこ
とを明らかにした。今年3月末までの達成を目指していたが、医療機関での
普及が低調で、先送りを迫られた。

電子処方箋は、医師が処方する薬の情報を専用のシステムに登録し、薬
剤師がその情報を確認して調剤する仕組み。システムには処方と調剤の
履歴が蓄積され、重複投薬や飲み合わせの悪い処方の防止に役立つ。

今年6月22日時点の導入率は薬局で82.5%に達しており、厚労省は今
夏にほぼすべての薬局で導入されるとみている。しかし、病院は13.4%、
医科診療所は19.6%、歯科診療所は4.7%でいずれも低い。
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同一保険医療機関に係る同一患者において、当月分の
医科レセプト又は歯科レセプトと直近6ヶ月分の複数月
のレセプトの組み合わせを対象とし、診療行為(複数月
に1回を限度として算定できる検査、患者1人につき1回

と定められている診療行為など）の回数などの点検を行
い、審査委員会で審査決定します。

社会保険診療報酬支払基金 ホームページより
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縦覧点検により、査定・返戻となった主な事例

・ 腫瘍マーカー

・ アルブミン定量(尿)

・ シスタチンC

・ 亜鉛(Zn)

・ 生活習慣病管理料(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更



生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から
起算して６月以内の期間においては、生活習慣病管
理料(Ⅱ)は、算定できない。
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生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定から

６か月を経過すれば、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算
定できる。

令和６年６月版 医科点数表の解釈



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

管理料(Ⅰ)
を算定

管理料(Ⅱ)
を算定可
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管理料(Ⅰ)を算定しない期間

6月に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した場合、7月～11月の間に、

生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定していなければ 12月から生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定可

新点数・介護報酬Q＆A 2024年6月 全国保険医団体連合会
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